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（広報資料）                        平成２９年７月２５日 

 

世界の京都・まちの美化市民総行動実行委員会  

    事務局：環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課                   

電 話 213-4960        

                      

世界の京都・まちの美化市民総行動ロゴマークの募集について 

 

京都市と京都市まちの美化推進事業団で構成する，世界の京都・まちの美化市民総行動

実行委員会（以下「実行委員会」という。）では，市民，事業者及び行政の協働により，「世

界一美しいまち・京都」の実現を目指して，門掃き，ごみのポイ捨て禁止等の呼び掛けや

不法投棄，放置自転車，違反広告物等のまちの美観を損なうものの一掃に向けた取組を行

っています。 

 この度，本取組開始から２０年の節目を迎えるため，総行動への親しみを深め，更なる

発展を図ることを目的として，ロゴマークを広く募集しますので，お知らせします。 

 

１ 募集内容 

  世界の京都・まちの美化市民総行動のロゴマーク 

※ 美化活動のイメージを，親しみやすいデザインで表現したもの 

２ 募集期間 

  平成２９年８月１日（火）～９月８日（金）※ 必着 

３ 応募資格 

  制限はありません。 

※ プロ，アマ，年齢を問わず，どなたでも御応募いただけます。 

４ 応募方法 

・ ７月２６日（水）から，応募用紙を市役所，区役所・支所のエコまちステーション等

で配布するとともに，京都市及び京都市まちの美化推進事業団のホームページに掲載し

ます。その応募用紙又は任意の用紙に，氏名，住所，電話番号，年齢，作品の意図や解

説を記入して，郵送，電子メール（ロゴマークデータはＪＰＥＧ形式又はＰＤＦ形式，

データ容量は５ＭＢ以下）又は持参により提出してください。 

（京都市ホームページ）http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page /0000223207.html 

（京都市まちの美化推進事業団ホームページ）http://www.bika-kyo.jp/proposal/ 

※ 持参の受付時間は，平日午前８時４５分から午後５時３０分までです。 

・ 一人何点でも応募できますが，用紙１枚につき１点とします。 

５ 応募に係る留意点 

・ 応募作品は返却いたしません。 

・ 応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。 

・ 応募は未発表のものに限ります。 

なお，他の作品の模倣と認められる作品については，入賞決定後であっても賞を取り

消す場合があります。 

御応募お待ちしています！ 
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・ 応募作品に関して，知的財産権に係る問題が生じた場合は，全て応募者の責任となり

ます。  

・ 入賞作品に係る著作権及びその他一切の権利は，実行委員会に帰属するものとします。 

・ 入賞作品は，ロゴマークとして使用するに当たり，その一部を変更又は補作する場合

があります。 

・ 住所，電話番号等の個人情報については，選定・発表に関わる事項以外には使用しま

せん。 

・ 入賞作品の作者名等は，公表させていただく場合があります。 

 

６ 各賞 

・ 最優秀賞（１点） 表彰状，賞金３万円 

・ 優秀賞（数点）  表彰状，賞金１万円 

 

７ 選定及び発表 

・ 有識者及び京都市まちの美化推進事業団会員等の意見を踏まえたうえで，各賞を選定

します。 

・ 選考結果は，入賞者に通知するとともに，京都市及び京都市まちの美化推進事業団の

ホームページに掲載します。 

 

８ 表彰式 

  平成２９年１１月５日（日）開催予定の世界の京都・まちの美化市民総行動において，

表彰を行います。入賞者には，別途通知します。 

 【世界の京都・まちの美化市民総行動（予定）】 

  日時：平成２９年１１月５日（日） 午後１時３０分～同３時３０分 

  場所：梅小路公園 

 

９ ロゴマークの活用 

  最優秀賞作品を世界の京都・まちの美化市民総行動ロゴマークとし，啓発物品等に活

用させていただきます。 

 

10 応募・お問合せ先 

  世界の京都・まちの美化市民総行動実行委員会事務局 

  〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町 384番地  

ヤサカ河原町ビル 8階（京都市環境政策局内） 

  電 話：075-231-5300，075-213-4960 

  メール：bika-kyo@mbox.kyoto-inet.or.jp 
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＜参考＞ 

○ 世界の京都・まちの美化市民総行動実行委員会 

京都市と京都市まちの美化推進事業団とで実行委員会を構成しており，市民，事業者，行政

との協働により，６月の環境月間や１１月の京都市美しいまちづくり推進月間を中心に，年間

を通じて，まちの美観を損なうものの一掃に向けた取組を展開しています。 

（ホームページ）http://www.bika-kyo.jp/sokodo/ 

○ 京都市まちの美化推進事業団 

京都市と飲料，たばこ，コンビニ，ファーストフード，弁当，旅行，旅客運送，飲料容器の

各関係企業並びに観光関係団体や経済団体等で構成し，京都市の代表的な観光地，繁華街，タ

ーミナル，幹線道路等において，定期的な清掃活動や美化啓発活動をはじめ，啓発ポスターの

作製や啓発看板の設置などのまちの美化事業を実施しています。 

（ホームページ）http://www.bika-kyo.jp/ 

 

 


